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最終エネルギー消費とＧＤＰの推移 

GDPの伸び 
（1973-2012年度） 

2.4倍 
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2030年におけるエネルギー需給見通し 



エネルギー効率改善の比較 
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平成29年度の省エネルギー関連概算要求 

6 出典 経済産業省： http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/sho_ene/pdf/019_s01_01.pdf 



平成29年度の省エネルギー関連概算要求 

7 出典 経済産業省： http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/sho_ene/pdf/019_s01_01.pdf 
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平成29年度の省エネルギー関連概算要求 

出典 経済産業省： http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/sho_ene/pdf/019_s01_01.pdf 
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省エネルギーとは 

  省   よく見る 

   エネルギーの使い方をよく見る 

   →  エネルギーを賢く使う 
 

    （我慢して節約することではない） 
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 「省エネルギー」の起源 
 

昭和５４年（１９７９年） 

      「省エネルギー法」 制定 

正式名 

  エネルギーの使用の合理化に関する法律 

   
     昭和２２年 熱管理規則 制定 

     昭和２６年 熱管理法 
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 「省エネルギー」の効用（その１） 

 

  １．エネルギー経費の削減 

    エネルギー使用量の把握 

    無駄なエネルギーの排除 

    作業方法の標準化 

    設備性能の維持 
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 「省エネルギー」の効用（その２） 

 

  ２．電力単価の低減 

    電力料金＝基本料金＋使用量料金 

    電気使用量が同じでも基本料金により 

    電力単価は異なる 

    基本料金は年間最大電力により決定する 

    省エネにより最大電力の低減が可能 
 

 

  
13 



 「省エネルギー」の効用（その３） 

  ３．製品の品質向上 

   過剰なエネルギーの排除により品質が向上 

   標準的な作業方法による均一な品質の確保 
   エネルギー使用量の把握による設備不具合 
   の早期発見 
   定期的な保守管理による安定した操業 
 

   ⇒ 製品の高付加価値化への対応が可能 
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 「省エネルギー」の効用（その４） 

 

 ４．生産現場の快適化   

  無駄な放熱や炉内ガス漏えいの排除による 

  周囲環境の改善 

  過剰な吸排気の適正化による騒音の低減 

  定期的な保守・点検による騒音・振動の低下 

  設備稼働率の向上による作業時間の短縮 
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省エネルギーの目標 
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必要なとき 

必要な場所に 

必要な強さで 

必要な量だけ 

エネルギーを供給する 



省エネルギー実施の３要素 

① 記録する 

   グラフなどに表示し変化を見る 

   作業方法の改善に結びつける 

② 観察する 

   計器による標準的な作業の実施 

   エネルギー使用量の把握 

   五感による正常か異常かの判断 

③ 保守をする 

   性能低下をできるだけ少なくする 
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省エネルギー法の基本方針 

１．工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべ

き措置 

（１） 工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者は、 

  次の各項目の実施を通じ、設置している工場等における  

    エネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位 

  の改善を図るものとする。 
 
 ① 工場等に係るエネルギーの使用の実態、エネルギーの 
   使用の合理化に関する取組等を把握すること。 
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省エネルギー法の基本方針 （つづき）              

②工場等に係るエネルギーの使用の合理化の取り組 

  みを示す方針を定め、当該取り組みの推進体制を
整備すること。 

 

③エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推 

   進者を中心として、工場等全体の総合的なエネル
ギー管理を実施すること。 
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 省エネルギー法の基本方針（つづき）                           

 ④ エネルギーを消費する設備の設置に当たっては、 

       エネルギー消費効率が優れ、かつ、効率的な使 

       用が可能となるものを導入すること。 

 

 ⑤ エネルギー消費効率の向上および効率的な使用     

   の観点から、既設の設備の更新及び改善並びに 

   当該既設設備に係るエネルギーの使用の制御等 

   の用に供する付加設備の導入を図ること。 
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省エネルギー法の基本方針  （つづき）                  
 

⑥ エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び 

   点検その他の項目に関し、管理標準を設定し、これ 

    に準拠した管理を行うこと。 

 
⑦ エネルギー管理者及びエネルギー管理員の的確 
    かつ十分な活用その他工場等全体における総合 
  的なエネルギー管理体制の充実を図ること。 
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 省エネルギー法の基本方針（つづき）                 

⑧ 工場内で利用することが困難な余剰エネルギーを 

  工場外で有効利用する方策について検討し、これ 

  が可能な場合にはその実現を図ること。 
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エネルギー管理体制の整備 

・エネルギー管理担当者を選任する 

    エネルギー管理指定工場では 

      エネルギー管理者、エネルギー管理員         

 

・事業者はエネルギー管理担当者の意見を尊重する 

 

・従業員はエネルギー管理担当者の指示に従う 
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法１９条の３ 



事業者の責務 

・エネルギーの使用実態、省エネルギーの取り組み   
 状況を把握する 
 
・省エネルギーの取り組み方針を定め、実施のため   
 の体制を整備する 
 
・エネルギー管理担当者を中心として工場全体の総 
 合的なエネルギー管理を実施する 
 
・エネルギー管理担当者の製造部門との交流促進 
 
・定期的に情報を提供する 
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省エネルギー技術の体系 

第１段階：管理強化、操業改善 

 
  ・既存の設備を前提に作業方法を見直す 

  ・全員参加による提案 

 

  ・設備投資を必要としない 
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省エネルギー技術の体系 

第２段階：設備改善、設備付加 

 
 ・小規模な投資による設備の付加と改善 

 ・一部設備の改善により設備全体の効率向上 

    を図る 

 
 ・第一段階実施後に行わないと過剰な設備導入や 
   作業の複雑化を招く 
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省エネルギー技術の体系 

第３段階：プロセス変更、高効率設備の導入 

 
 ・工程全体を省エネルギー型へ変換 

 ・高効率設備の導入 

 

 ・第１段階、第２段階の実績をもとに導入する 

 ・大きな成果が期待できるが技術力や時間が必要 
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現状設備での管理強化 
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1. エネルギー使用状態の詳細な把握 

・エネルギー使用量の詳細な把握 

  時間的、空間的に一層細かく計測する 
  ⇒ ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳの利用  

・エネルギー消費原単位の算出 

  工場、事業場全体の利用状況を継時的に  
  把握することにより、エネルギー原単位を 
  細かく算出する 
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1. エネルギー使用状態の詳細な把握 
                  （つづき） 

・エネルギー消費原単位の変動要因を検討 

  設備ごとの時間変化、他の設備との関係など広範 
  囲に分析する 

・固定分と変動分に分離 

  固定分を変動分にする方策を工夫 

・定期的なエネルギー診断の実施 

  事業場全体および主要設備について詳細に診断 
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2.管理標準の作成 

・運転管理 

  温度、圧力、流量、空気比、廃ガス温度 

・測定・記録 

  測定項目、測定場所、測定頻度  

・保守・点検 

  点検個所、頻度 
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３.管理標準の更新 

・測定値の記録を分析し、効率の良い運転    
 条件を見つける 

・管理標準を変更し、更新した運転条件で   
 運転する 
 

・点検時の劣化状況から保守・点検の頻度   
 を変更する 
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４.省エネルギー対策の立案 

・エネルギー診断の結果からエネルギー使用量 
  低減のための対策を立案する    

 ・ 対策実施により予想される効果を計算する 

 ・ 対策実施に必要な費用を計算する 
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５.対策実施の効果を検証する 

・実施前の予想効果と実際の結果を比較する    

・予想効果と異なる場合は原因を追究する 

・予想とほぼ一致した場合には、次回の効果予想 

 の参考にする 
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高効率設備導入の検討 
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基本的な考え方（その１） 

１．エネルギーを何のために使うか 
   （エネルギー使用の目的） 
 
  必要なものは 
     熱量か温度か 
     圧力か力か 
     水分の移動 
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基本的な考え方（その２） 

２．どのような方法があるか 

  温度・熱量 

    燃料の燃焼熱、電気加熱 

  圧力・力 

    圧縮空気、蒸気、油圧 

  水分の移動 

    機械的脱水、蒸発乾燥、冷却除湿 
40 



燃焼加熱と電気加熱の比較 

燃焼加熱の特徴 

  ・エネルギー単価が安い 

  ・燃焼ガスによる対流伝熱の促進 

  ・排ガス損失が大きい 

  ・作業者の技量が必要 

  ・燃料の貯蔵と管理が必要 

  ・排ガスや騒音に対する環境対策が必要 
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燃焼加熱と電気加熱の比較                 
              （つづき） 

電気加熱の特徴 

  ・高温が得やすい 

  ・材料の直接加熱が可能 

  ・排ガス損失がないため高効率 

  ・温度制御が容易であり作業性が良好 

  ・受電設備が必要 

  ・エネルギー単価が高い 
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基本的な考え方（その３） 

３．現状でどの方法が適切か 

  ・エネルギー価格や供給体制が変化する 

  ・周辺技術が進歩する 

    材料（断熱材、LED） 

    計測・制御（自動計測、自動制御） 

    加工方法（精度向上、数値制御） 

    情報処理（遠隔管理、データ処理） 

     

   

43 



44 



吐出圧力低減による効果 
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ノズルから噴出する空気量 
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開口部高さに対する補正係数 



温水表面からの放散熱量 50 
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